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新旧対照表

浦安市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費の助成に関する規則（令和２年規則第31号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

浦安市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の助成に関する

規則

（目的）

第１条 この規則は、がんの治療に伴う外見の変化を補うためのウィッグの購

入及び借受け（以下「購入等」という。）に要する費用並びに補整下着、シ

リコンパッド等の胸部補整具の購入に要する費用の一部を助成することによ

り、がん患者の精神的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質

の向上を図り、もって就労継続等の社会生活を支援することを目的とする。

（助成金の額等）

第３条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成の対象となる費用の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

(1) ウィッグの購入等に要した費用（付属品及びケア用品に係るものを除

く。） 30,000円又は実際に要した費用のうち、いずれか少ない方の額

(2) 胸部補整具の購入に要した費用 20,000 円又は実際に要した費用のう

ち、いずれか少ない方の額

２ 省 略

（助成の申請）

第４条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ウィッグの

購入等をした日又は胸部補整具を購入した日の翌日から起算して１年以内

に、浦安市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等助成申請書（別記第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省 略

(2) ウィッグの購入等をした日付及び金額並びに胸部補整具を購入した日付

及び金額を証する書類

(3) 省 略

（助成の決定）

第５条 市長は、前条の規定により助成の申請があったときは、その内容を審

浦安市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費の助成に関する規

則

（目的）

第１条 この規則は、がんの治療に伴う外見の変化を補うためのウィッグ及び

補整下着、シリコンパッド等の胸部補整具の購入に要する費用の一部を助成

することにより、がん患者の精神的及び経済的な負担を軽減するとともに、

療養生活の質の向上を図り、もって就労継続等の社会生活を支援することを

目的とする。

（助成金の額等）

第３条 同 左

(1) ウィッグの購入費用（付属品及びケア用品に係るものを除く。）

30,000円又は実際に要した費用のうち、いずれか少ない方の額

(2) 胸部補整具の購入費用 20,000 円又は実際に要した費用のうち、いず

れか少ない方の額

２ 同 左

（助成の申請）

第４条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ウィッグ又

は胸部補整具を購入した日の翌日から起算して１年以内に、浦安市がん患者

ウィッグ及び胸部補整具購入費助成申請書（別記第１号様式）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 同 左

(2) ウィッグ及び胸部補整具を購入した日付及び金額を証する書類

(3) 同 左

（助成の決定）

第５条 市長は、前条の規定により助成の申請があったときは、その内容を審
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

査し、助成の可否を決定し、その結果を、浦安市がん患者ウィッグ及び胸部

補整具購入費等助成決定通知書（別記第２号様式）又は浦安市がん患者ウィ

ッグ及び胸部補整具購入費等助成却下決定通知書（別記第３号様式）によ

り、申請者に通知するものとする。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、ウィッグ及び胸部補整具購入費等の助

成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

査し、助成の可否を決定し、その結果を、浦安市がん患者ウィッグ及び胸部

補整具購入費助成決定通知書（別記第２号様式）又は浦安市がん患者ウィッ

グ及び胸部補整具購入費助成却下決定通知書（別記第３号様式）により、申

請者に通知するものとする。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、ウィッグ及び胸部補整具購入費の助成

に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則

(施行期日)

１ この規則は、令和６年４月１日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

２ 改正後の浦安市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の助成に関する

規則の規定は、施行日以後にがん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の申

請をした者に係るがん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の費用の助成に

ついて適用し、施行日前にがん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の申請

をした者に係るがん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等の費用の助成につ

いては、なお従前の例による。


